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ASIA  
Islamic Republic of 
Afghanistan

Bangladesh
Bhutan
Brunei-Darussalam 

Cambodia  
China  
China, Hong Kong SAR  
China, Macao SAR  
Democratic People's  

Republic of Korea 

India  
Indonesia  
Kazakhstan  
Kyrgyzstan  
Lao People's  

Democratic Republic 

Malaysia  
Mongolia  
Myanmar  
Nepal  
Islamic Republic of Pakistan

 
Republic of Korea
Republic of the Philippines 

Sri Lanka  
Thailand  
Viet Nam
Yemen
The Democratic Republic of 
Timor-Leste

 

AFRICA  
Algeria  
Angola  
Benin  
Botswana
Burkina Faso
Burundi  
Cabo Verde  
Cameroon  
Central Africa Republic 

Chad  
Congo
Cote D'ivoire
Democratic Republic 
of the Congo 

 
Equatorial Guinea 

 
Eritrea  
Ethiopia  
Gabon  
Gambia  
Guinea  
Guinea-Bissau  
Kenya  
Lesotho  
Liberia  
Madagascar  
Malawi  
Mali
Islamic Republic of 

Mauritania

Morocco  
Mozambique  
Nambia  
Niger  
Nigeria  
Republic of Djibouti  
Republic of Ghana  
Rwanda  
Sao Tome & Principe 

Senegal  
Sierra Leone  
Somalia  
South Africa 

Sudan  
 

 
Uganda  
United Republic of Tanzania 

Zambia  
Zimbabwe
The Republic of South Sudan

Libya

OCEANIA  
Guam  
Kiribati  
Marshall Islands 

Micronesia
Northern Mariana Islands 

Papua New Guinea 

Solomon Islands
Tuvalu  
Republic of Nauru  
Republic of Fiji  

NORTH AMERICA  
Haiti  
Republic of El Salvador 

 

SOUTH AMERICA  
Ecuador  
Guyana  
Paraguay  
Brazil  
Peru  
Bolivia  

EUROPE  
Azerbaijan
Belarus  
Republic of Moldova 

Romania
Republic of Tajikista 

 
Ukraine
Republic of Uzbekistan

Greenland
Georgia

RUSSIA  
Russian Federation 

24



25



26



27



28



29



 

30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



 

46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



愛媛大学総合健康センター規則

  平成１８年４月１日

  規則第  ７３ 号

(趣旨)

第１条 この規則は、国立大学法人愛媛大学基本規則第３１条第２項の規定に基づき、愛媛大学

総合健康センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。

(目的)

第２条 センターは、健康管理に関する専門的業務を一体的に行い、愛媛大学（以下「本学」と

いう。）の学生及び職員の健康の保持増進並びに安全衛生のマネジメント体制の強化を図ると

ともに、成果を還元することにより地域に貢献することを目的とする。

(部門)

第３条 前条の目的を達成するため、センターに学生保健部門及び産業保健部門を置く。

(業務)

第４条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 保健計画の立案に関すること。

(2) 定期及び臨時の健康診断の実施に関すること。

(3) 健康相談及び健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な指導に関すること。

(4) 学内の修学環境及び労務環境の安全衛生管理並びに伝染病予防に関し、必要な指導及び

援助を行うこと。

(5) 健康支援に関する専門的調査研究に関すること。

(6) 保健教育及び安全衛生教育に関すること。

(7) 健康支援及び産業保健に関して地域貢献を行うこと。

(8) その他第２条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第５条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 専任教員

(3) 保健師及び看護師

(4) その他必要な職員（以下「センター職員」という。）

(職務)

第６条 センター長は、センターの業務を掌理する。

２ 専任教員は、センターの業務を処理する。

３ 保健師及び看護師は、センターの専門的業務に従事する。

４  センター職員は、センターの業務に従事する。

(管理機関)

第７条 センターの管理運営に関する重要事項は、国立大学法人愛媛大学役員会（以下「役員会」

という。）において審議する。

(運営委員会)

第８条 センターに、センターの運営に関する必要な事項を審議するため、センター運営委員会

（以下「運営委員会」という。）を置く。

２ 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
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(1) センター長

(2) センターの専任教員

(3) 各学部の専任教員 各１人

(4) 総務部長、施設基盤部長、教育学生支援部長

(5) その他センター長が必要と認めた者

３ 前項第３号の委員は、当該学部長が推薦し、学長が任命する。

４ 第２項第３号及び第５号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任

命された委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

５ 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

６ 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

７ 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

８ 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(センター長)

第９条 センター長候補者は、本学の専任の教授のうちから、役員会が推薦し、学長が選考する。 
２ センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命されたセンター長

の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

(専任教員)

第１０条 センターの専任教員は、国立大学法人愛媛大学人事委員会の議を経て、学長が選考す

る。

(相談員)

第１１条 センターに、相談員を置くことができる。

２ 相談員は、精神衛生に関する相談に従事する。

３ 相談員は、センター長が推薦し、学長が任命する。

４ 相談員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により任命された相談員の任期は、

前任者の任期の残任期間とする。

(分室)

第１２条 センターに、重信分室（以下「分室」という。）を置く。

２ 分室に関して必要な事項は、別に定める。

(事務)

第１３条 センターに関する事務は、教育学生支援部において処理する。ただし、職員の健康管

理に関する事務は総務部就業環境推進室で、労働安全衛生に関する事務は施設基盤部安全環境

課で処理する。

(雑則)

第１４条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

２ この規則施行後、最初に任命される愛媛大学総合健康センター長は、平成１８年３月３１日

現に愛媛大学保健管理センター所長である者をもって充て、任期については第９条第２項の規

定にかかわらず、平成１８年３月３１日現の愛媛大学保健管理センター所長の任期とする。

３ 愛媛大学保健管理センター規則（平成１６年規則第２０７号）は、廃止する。 

附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則
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この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、平成２９年５月２２日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。

  附 則

この規則は令和６年６月１７日から施行する。
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愛媛大学総合健康センター重信分室内規 
  
                                                                                                                             
                              平成２４年４月１日 
                              制              定 
                                                                                                                             
  
（趣旨） 
第１条  この内規は，愛媛大学総合健康センター規則第１２条第２項の規定に基づき，愛 

媛大学総合健康センター重信分室(以下「分室」という。)の組織及び運営に関し，必要 
な事項を定めるものとする。  

（職員）  
第２条  分室に，次の各号に掲げる職員を置く。  
(1)  分室長  
(2)  保健師又は看護師  
(3)  その他必要な職員（以下「分室職員」という。）  
２  分室長は，愛媛大学総合健康センター（以下「センター」という。）の専任教員のう 

ちから，センター長が選考する。  
３  分室長の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠により任命された分室長の 
任期は，前任者の任期の残任期間とする。  

（職務）  
第３条  分室長は，センター長の指示に従い，分室の業務を掌理する。  
２  保健師又は看護師は，分室の業務及び専門的業務を処理する。  
３  分室職員は，分室の業務に従事する。  
（支援医）  
第４条  分室に，支援医（学校医）を置くことができる。  
２  支援医は，分室長の職務を助け，分室の業務を処理する。  
（事務）  
第５条  分室の管理運営に関する事務は，教育学生支援部において処理する。ただし，職 

員の健康管理に関する事務は医学部人事労務課で，学生の健康管理に関する事務は医学 
部学務課で処理する。  

  
附  則 

  この内規は，平成２４年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この内規は，平成２６年４月１日から施行する。 
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